
令和８年度～はじまります 
 

こども・子育て支援金制度 

 

子ども・子育て支援金制度ってなに？ 
 

社会連携の理念を基盤に子どもや子育て世帯を 

全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連携のしくみです。 

 

子ども・子育て支援金制度っていつからはじまるの？ 
 

令和８年４月分保険料（５月給与）から、一般保険料・介護保険料と併せて給与より徴収されます。 
 

 

 

 

子ども・子育て支援金って何に使われるの？ 
 

●児童手当等の給付の拡充  

●妊婦のための支援給付（１０万円程度の経済的支援） 

●出生後休業支援（育休給付率を手取り１０割相当に） 

●育児時短就業給付（時短勤務時の新たな給付）    など 

 

保険料はどれくらい徴収されるの？ 
 

●負担率（支援金率）は令和８年度『０．２３％』からスタートし、 

令和１０年度には『０．４％程度』に段階的に上がることが想定されます。 
 

※ただし、国が令和１０年度の支援納付金の最大規模を決めているため、 

今後、右肩上がりで増え続けることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【健保ホームページのご案内】               健保ＨＰ スマホ用ＱＲコード 

身体や心の相談ができる 「ダイワボウ健康相談室」 もご覧いただけます。 

スマートフォンからも見やすくなっておりますので、ぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

《 各年度の支援納付金の総額 》 

令和 ８年度・・・約６，０００億円（０．２３％） 

令和 ９年度・・・約８，０００億円 

令和１０年度・・・約１兆円（０．４％） 

令和１１年度以降は約１兆円の範囲内で推移 

 

《 一人当たり負担額 》※イメージ※ 

（標準報酬月額×支援金率＝毎月の負担額） 

例：標準報酬月額が３０万円の場合〈令和８年度〉 
 

３０万円×０．２３％＝６９０円／月（事業主と折半） 

事業主負担「３４５円」 ：  被保険者「３４５円」 

◎賞与が支払われた際には、賞与からも徴収されます 

 

 

一般保険料 介護保険料 子ども・子育て支援金 

健保だより 
 

令和 8年 2月 10日号 
 

※ダイワボウ労働組合「組合新聞」第 1114号 

（令和 8年 2月 10日発行）に掲載の 

「健保とあなた」と同じ内容です 


